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政府は，これまで，「『人権教育のための国連１０年』に関する国内行動計画」や「人権擁
護推進審議会」の答申等を踏まえて，人権教育・啓発を総合的に推進するための諸施策を
実施してきたところ，平成１４年３月に人権教育・啓発に関する基本計画を閣議決定によっ
て策定（平成２３年４月１日一部変更）したことから，同計画に基づいた人権教育・啓発に
関する施策を推進している。平成３０年度においても，同計画を踏まえ，法務省，文部科学
省を始め各府省庁において，本報告書に記載されている各種施策に取り組んできた。
今後とも，同計画が掲げている人権教育・啓発の基本的な在り方，人権教育・啓発の推

進方法等に基づき，人権教育・啓発の施策の推進に向け，各府省庁間の緊密な連携の下，
引き続き必要な施策を推進したい。
本報告においては，同計画に明示的に掲げられている人権課題に対する取組はもとよ

り，同計画が「以上の類型に該当しない人権問題，例えば，同性愛者への差別といった性
的指向に係る問題や新たに生起する人権問題等，その他の課題についても，それぞれの問
題状況に応じて，その解決に資する施策の検討を行う。」としていることに基づき，ホー
ムレスの人権及びホームレスの自立の支援等（７１頁参照），性的指向に関する人権（７２頁
参照），性自認に関する人権（７３頁参照），人身取引（トラフィッキング）事犯への適切な
対応（７４頁参照）並びに東日本大震災に伴う人権問題（７７頁参照）に関する施策について
報告した。
政府は，本報告に係る人権課題に対する人権教育・啓発に関する施策を推進するととも

に，新たに生起する人権課題についても，それぞれの問題状況に応じ，その解決に資する
人権教育・啓発に関する施策を実施していくこととしている。
最後に，人権課題に対する政府の取組について，引き続き，現状分析と不断の見直しを

行い，一層効果的な人権教育及び啓発に関わる施策の推進に努めていくこととする。
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児童虐待防止のための取組
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児童虐待への対応については，平成１２年１１月に施行された「児童虐待の防止等に関する
法律」（平成１２年法律第８２号。以下「児童虐待防止法」という。）及び「児童福祉法」（昭
和２２年法律第１６４号）の累次の改正や，「民法等の一部を改正する法律」（平成２３年法律第６１
号）などにより，制度的な充実が図られてきた。
この間，全国の児童相談所における児童虐待に関する相談対応件数は一貫して増加し，

平成２９年度には児童虐待防止法制定直前の約１１．５倍に当たる１３万３，７７８件となっている。
子どもの生命が奪われるなど重大な児童虐待事件も後を絶たず，児童虐待の防止は社会全
体で取り組むべき重要な課題である。
このような課題に対処するため，児童福祉法等の改正が２年連続で行われ，児童虐待に

ついて，発生予防から自立支援までの一連の対策の更なる強化を図っている。平成２８年５
月に成立し，平成２９年４月に全面施行された「児童福祉法等の一部を改正する法律」（平
成２８年法律第６３号。以下「平成２８年児童福祉法等改正法」という。）では，初めて子ども
を権利の主体として法律に位置付けるなど児童福祉法の理念を明確化するとともに，子育
て世代包括支援センターの設置，市町村及び児童相談所の体制の強化，里親委託の推進等
の所要の措置を講ずることとされた。さらに，平成２９年５月に成立し，平成３０年４月に施
行された「児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律」（平成２９
年法律第６９号）では，虐待を受けている子ども等の保護を図るため，家庭裁判所が都道府
県等に対して保護者指導を勧告することができることとする等，司法関与を強化する等の
措置を講ずることとされた。
また，平成３０年７月に「児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議」（以下「関係閣僚会

議」という。）において「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」（以下「緊急総
合対策」という。）を決定し，子どもの安全確認ができない場合の立入調査の実施等全て
の子どもを守るためのルールの徹底等に取り組んでいる。さらに，緊急総合対策を受け，
平成３０年１２月に「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」を策定し，平成３１年度からの４
年間で，児童相談所の児童福祉司を平成２９年度の約３，２４０人から２，０２０人程度増員するとと
もに，子ども家庭総合支援拠点を全市町村に設置することとするなど，児童相談所と市町
村の体制と専門性の強化を図っている。
さらに，関係閣僚会議において，平成３１年２月に「「児童虐待防止対策の強化に向けた

緊急総合対策」の更なる徹底・強化について」を，同年３月に「児童虐待防止対策の抜本
的強化について」をそれぞれ決定するとともに，児童の権利擁護，児童相談所の体制強化
や関係機関間の連携強化等を盛り込んだ「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉
法等の一部を改正する法律案」を国会（第１９８回通常国会）へ提出し，児童虐待防止対策
の強化を進めている。
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児童相談所における児童虐待に関する相談対応件数の推移

児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案の概要
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児童虐待防止対策の抜本的強化について（平成３１年３月１９日関係閣僚会議決定）（ポイント）
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ポスター「児童虐待防止の推進」

このように，児童虐待については政府全体で対策に取り組んでいるところ，平成３０年度
の主な取組は，以下のとおりである。

ア 平成１６年から，毎年１１月を「児童虐待防止推進月間」と位置付け，児童虐待に対す
る社会的関心の喚起を図っている。厚生労働省では，月間中，関係府省庁や地方公共
団体，関係団体等と連携した集中的な広報啓発活動を実施している。
平成３０年度は，「未来へと 命を繋ぐ １８９

（いちはやく）」を月間標語として決定し，広
報用ポスター，リーフレット等に掲載して配布
したほか，「子どもの虐待防止推進全国フォー
ラムinみやぎ」の開催（１０月２８日），政府広報
の活用等により，児童虐待は社会全体で解決す
べき問題であることを周知・啓発した。また，
児童虐待防止の啓発を図ることを目的に民間団
体（認定NPO法人児童虐待防止全国ネットワー
ク）が中心となって実施している「オレンジリ
ボン運動」を後援している。
児童虐待を受けたと思われる子どもを見付け

たときなどに，ためらわずに児童相談所に通
告・相談ができるよう，児童相談所全国共通ダ
イヤル「１８９（いちはやく）」を運用しており，児童相談所につながるまでの時間短縮
のため，平成２８年４月に音声ガイダンスを短縮したほか，平成３０年２月に携帯電話等
からの着信についてコールセンター方式を導入するなどの改善を進めている。
このほか，「社会保障審議会児童部会」の下に設置されている「児童虐待等要保護

事例の検証に関する専門委員会」においては，児童虐待による死亡事例等について，
分析，検証し，事例から明らかになった問題点・課題の具体的な対応策について提言
として取りまとめを行っており，平成３０年８月には，「子ども虐待による死亡事例等
の検証結果等について（第１４次報告）」を取りまとめた。
第１４次報告においては，心中以外の虐待死（４９例・４９人）では，０歳児死亡が最も

多く（６５．３％），うち月齢０か月児が半数を占めること，実母が抱える問題として「予
期しない妊娠／計画していない妊娠」，「妊婦健診未受診」が高い割合を占めること等
が特徴として見られた。

イ 文部科学省では，緊急総合対策を踏まえ，①各学校における児童虐待の早期発見に
向けた取組及び通告，②関係機関との連携強化のための情報共有，③児童虐待防止に
係る研修の実施などの積極的な対応等について通知した。
また，千葉県野田市における小学４年生死亡事案を受け，平成３１年２月には，文部
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文部科学大臣メッセージ

科学副大臣を主査とする省内タスクフォースを設置し，再発防止策を検討するととも
に，前述の関係閣僚会議決定を受け，児童虐待事案に係る情報の管理及び関係機関間
の連携に関する新たなルールを各都道府県教育委員会等に通知した。加えて，同年３
月には，全国の児童生徒に対し，虐待をはじめ，いじめなど困ったことがあれば周り
の大人に何でも相談してほしいと呼びかけることを目的として，大臣メッセージを発
表した。
さらに，児童生徒が適切な相談を受けることができるよう，スクールソーシャル

ワーカーやスクールカウンセラーの活用等，教育相談体制の整備を支援している。ま
た，児童虐待の未然防止や早期対応のため，家庭教育支援チーム等による保護者への
相談対応や保護者と地域とのつながりづくりの推進にも取り組んでいる。

ウ 警察では，児童虐待について，緊急総合対策を踏まえ，児童相談所との情報共有の
強化，子どもの安全確認ができない場合の児童相談所からの援助要請への確実な対応
等を推進している。
また，平成３１年２月及び３月の関係閣僚会議決定において，児童相談所への警察

OB等の配置を進めることや，学校・教育委員会における虐待通告等の対応に関し，
保護者による威圧的な要求や暴力の行使が予想される場合，学校と教育委員会が組織
的に対応するほか，市町村・児童相談所・警察等の関係機関と速やかに情報共有し，
連携して対応することなどが示されており，これらの決定も踏まえ，関係機関との連
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ポスター「子どもの人権１１０番強化週間」

携を強化し，子どもの命を最優先とした取組を推進している。
エ 法務省の人権擁護機関では，子どもが基本的人権の享有主体として最大限に尊重さ
れるような社会の実現を目指して，「子どもの人権を守ろう」を強調事項の一つとし
て掲げ，各種啓発活動を実施している。
児童虐待については，啓発ビデオ「虐待防止シリーズ 児童虐待」を，法務局・地

方法務局において貸し出しているほか， YouTube法務省チャンネルで配信している。
併せて，相談窓口や，児童虐待については国民全てに通告義務が存在すること等につ
いて周知するなど，啓発活動の充実に努めている。
また，①専用相談電話「子どもの人権１１０番」

（フリーダイヤル０１２０―００７―１１０（全国共通））
を設置し，子どもが相談しやすい体制を取って
いる。取り分け，平成３０年８月２９日から９月４
日までの１週間を「全国一斉『子どもの人権１１０
番』強化週間」とし，平日の相談受付時間を延
長するとともに，土曜日・日曜日も開設した。
加えて，②法務省ホームページ上に「インター
ネット人権相談受付窓口（SOS-eメール）」
（http:／／www.jinken.go.jp／）を開設し，さら
に，③「子どもの人権SOSミニレター」（便箋
兼封筒）を全国の小・中学校の児童生徒に配布
するなど，子どもたちがより相談しやすい体制
を整備している。
そして，子どもの人権が侵害されている疑いのある事案を認知した場合には，人権

侵犯事件として調査を行い，事案に応じた適切な措置を講じているところ，例えば，
子どもの人権SOSミニレターを始めとする人権相談等を，対象者本人のみならず，そ
の兄弟姉妹等の近親者に対する児童虐待等を発見するための手段として活用し，虐待
の疑われる事案を認知した場合には，児童相談所等への情報提供や被害者との面談を
早期に行うことにより，被害者の速やかな保護，被害者の家庭環境の改善，見守り体
制の構築を図るなどして，虐待を受けた児童の人権救済を図っている。
なお，法務省の人権擁護機関が平成３０年に新規に救済手続を開始した人権侵犯事件

数のうち，児童虐待事案は４５３件であり，また，平成３０年に救済措置を講じた具体的
事例は以下のとおりである。
事例１ 母親による子に対する虐待
小学生から，母親から髪を引っ張る，蹴る，叩くなどの虐待を受けているとして，

「子どもの人権SOSミニレター」が送付され，調査を開始した事案である。
緊急性があると判断した法務局は，直ちに小学校及び児童相談所に連絡した上で，
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小学校を通じて被害者と面会し，被害状況を確認したところ，被害者が虐待を受けて
いる可能性があると認められたため，その日のうちに小学校及び児童相談所と協議を
行い，被害者に対する見守りを徹底するとともに，情報を共有する体制を構築した。
法務局は，その後も関係機関と連絡を取り，被害者と面会するなど，継続して被害

者の状況を把握することに努めていたところ，関係機関からの働きかけにより，母親
の暴力がなくなり，家庭環境が改善したことが確認できた。
さらに，問題の背景に，子育てによるストレスの可能性がうかがわれたことから，

小学校に対し，被害者の見守りのほか，母親へのスクールカウンセラーによる支援を
依頼した。（措置：「援助」）
事例２ 父親による子に対する性的虐待
小学生から，父親から性的虐待を受けているとして，「子どもの人権SOSミニレ

ター」が送付され，調査を開始した事案である。
緊急性があると判断した法務局は，直ちに児童相談所及び小学校に連絡した。ま

た，関係機関が集まって，被害者に関する情報交換及び今後の対応について協議を行
うとともに，法務局と人権擁護委員が被害者と面談し，被害者の承諾を得て，児童相
談所に対応を引き継ぎ，被害者は一時保護されるに至った。あわせて，関係機関が連
携して，被害者の見守り体制を構築することにより，被害者の安全を確保していくこ
とを確認した。（措置：「援助」）
事例３ 母親のパートナーによる子に対する虐待
女子生徒と男子児童の姉弟が，母親のパートナーから，殴るなどの暴力や恫喝する

ような言葉を浴びせられるなどの虐待を受けているとして，女子生徒からインター
ネット人権相談受付窓口に相談がされた事案である。
法務局が，相談を受けた日のうちに児童相談所を始め，学校や関係機関に連絡を取

り，それぞれの機関が被害者らの様子を見守りながら，情報共有を行っていくことと
された。法務局はその後も被害者らの状況把握に努めていたところ，数か月後には，
被害者らと母親のパートナーとの関係が改善に向かっていることを確認することがで
きた。（措置：「援助」）

特
集

１１１
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子どもの人権SOSミニレター（小学生向け）

オ 市町村に設置される要保護児童対策地域協議会は，虐待を受けている子ども等の早
期発見や適切な保護を図るため，児童相談所，学校・教育委員会，警察等の関係機関
が要保護児童やその保護者等に関する情報共有や支援内容の協議を行うこととしてお
り，その結果を踏まえ，適切な連携の下で対応している。同協議会は，平成２９年４月
現在，９９．７％の市町村で設置されている。

カ 児童虐待の防止に関して，平成３０年度に実施した啓発広報は以下のとおりである。
ア テレビ，ラジオ等による啓発広報
・児童虐待の防止に関して，政府広報ラジオ番組「秋元才加とJOYのWeekly Japan‼」
で放送（平成３０年１１月１０日及び１１日放送・政府広報）

特集 児童虐待防止のための取組
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・「子どもの人権１１０番」に関して，BSテレビ番組「徳光＆木佐 知りたいニッポン！」
内（霞が関からお知らせします２０１８）で放送（平成３０年８月２５日放送・政府広報）

イ 新聞，雑誌等による啓発広報
・児童虐待防止対策の推進に関する突出し広告を全国の新聞（全国紙・ブロック
紙・地方紙）に掲載（平成３０年１１月１３日～１１月１８日・政府広報）

・全国一斉「子どもの人権１１０番」強化週間に関する突出し広告を全国の新聞（全
国紙・ブロック紙・地方紙）に掲載（平成３０年８月２７日～９月２日・政府広報）

ウ インターネット広告等による啓発広報
・児童虐待防止に関する周知を目的として，政府広報オンライン「月間・週間」に
記事を掲載し，ヤフーバナー広告を実施（平成３０年８月６日～１２日，同年１１月１９
日～２５日・政府広報）

・全国一斉「子どもの人権１１０番」強化週間の周知を目的として，政府広報オンラ
イン「月間・週間」に記事を掲載し，ヤフーバナー広告を実施（平成３０年８月２７
日～９月２日・政府広報）

特
集

１１３
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空白ページ

特集 児童虐待防止のための取組
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